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～こんなトラブルも
　多く見られます！～

・クーリング・オフ、中途解約ができます！
　クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、法律で定められた解約料を支払えば中途解約が可能です。

・判断に迷う場合はその場で決めない！
・必要が無ければきっぱり断ろう！

アドバイス

・フリマサービスは個人間取引であり、自己責任で利用するものだと認識しよう！

・取引相手や商品について十分情報収集し、
取引は慎重にしよう！
・利用規約等で禁止されている行為は
絶対に行わないようにしよう！

アドバイス

エステのお試し体験で…

フリマサービス※で不良品が…

スマホで
痩身エステの
広告を見て
いると…

スマホでフリマサイトを
見ていると…

※フリマアプリやフリマサイトなど、
　インターネット上で個人同士が商品等を取引する場を提供するサービス

後日商品が届き、開封すると…

えっ？
えっ？

　「購入した商品が欠陥品だった」、「商品を送ったのに代金が支払われない」といったトラブルが多く見られます。
　多くのフリマサービスの利用規約では、取引においてトラブルが発生した場合、当事者間での解決が求められて
おり、交渉が長引いたり、相手と連絡が取れず交渉が進まないケースも発生しています。利用に当たってはこうした
リスクを十分認識しましょう。

　クーリング・オフ制度とは、訪問販売など消費者にとって不意打ちとなる取引について、いったん契約した場合でも、後で
冷静になって契約をやめたいと思えば、無条件で契約を解除できる制度です。

訪問販売（キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法を含む。）
電話勧誘販売

特定継続的役務提供（いわゆるエステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、
結婚相手紹介サービス、美容医療※）

訪問購入（店舗以外の場所で、着物、貴金属など原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約）
連鎖販売取引（マルチ商法）
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

クーリング・オフ対象 期　間

8日間

20日間

※「脱毛」、「にきび、しみ、ほくろなどの除去」、「肌のしわやたるみの軽減」、「脂肪の溶解」、「歯の漂白」の施術に限る。

クーリング・オフ制度

　クーリング・オフの期間が過ぎてしまったり、対象外の場合でも、未成年者が親（法定代理人）の同意を
得ることなく行った契約の場合（未成年者取消権）や、偽りのセールストークなど、勧誘方法に問題があった
場合には、契約の取消しができることがありますので、消費生活相談窓口へ早めに相談しましょう。

クーリング・オフができなくても、あきらめないで！

契約解除通知
次の契約は解除します。

契約年月日 平成○○年○月○日

書面受領日 平成○○年○月○日

商品名○○○○

契約金額 ○○○○円

販売会社名○○○株式会社
　担当者○○○○氏

支払った金額○○○○円を返金し、

商品を引き取ってください。

（通知を出した年月日）

（自分の住所・氏名）

事業者住所
事業者名
代表者　様

郵 便 は が き

ハガキ裏

ハガキ表

　書面（ハガキ可）で、契約を解除したい旨を書いて事業者に通知
します。発信したことが証明できるように、「特定記録郵便」又は
「簡易書留」で送ります。（内容証明郵便でも可）
　証拠として必ず書面（ハガキ両面）のコピーをとり、郵便の受領
証や契約書と一緒に保管します。
　クレジット契約の場合は、クレジット会社へも書面を送ります。

未成年者（既婚者を除く。）が親（法定代理人）の同意を得ることなく結んだ契約は、取り消す
ことができます。
ただし、次の場合は取り消すことができません。

①あらかじめお小遣いとして渡された範囲内での契約
②親（法定代理人）から任されている営業取引に関する契約
③自分が成人であると偽ってした契約（事業者から指示された場合は取り消せます。）

　契約は無条件で解除となり、支払い済みの金額は全額返金され
ます。商品を受け取っている場合は、事業者の負担で返還します。

■クーリング・オフの効果（書面を発信したときに効力が発生）

■クーリング・オフの方法

　消費者自らが店舗に出かけて品物を購入した場合や通信販売、
３千円に満たない現金での買物などは、クーリング・オフ制度が適用されません。

■クーリング・オフができない取引

未成年者の契約（未成年者取消権）

体験後、長時間の勧誘を受け、
3か月20万円のコースを仕方なく契約してしまう。

若者に多い消費者トラブル

ヨレ
ヨレ～

契約をやめられるのは、どんなとき？

写真にはなかった
傷や汚れだらけだ。

ひどいなぁ。
返品しよう。

もう20歳だし、
自分で決められ
るよね？

このままだと
大変なことに
なるよ。

今日なら
キャンペーン
価格でお得！

お試し体験
500円だって！
行ってみよう！

～こんなトラブルも
　　　　　多く見られます！～

お試し体験
500円

自宅に帰って…

やっぱり
高くて払えない。
どうしよう・・・。

欲しかった
ブランドの
スニーカーだ！
汚れもなくて
きれいだし、
買おう！

「当事者間で
話し合いを」と
取り合ってくれない。

「写真と同じ商品を
送った」と返品を
拒否された。

どう
しよう。

お試し体験500円

写真と同じ商品ですよ

返品は受け付けません！

返品したいです。 トラブルなん
ですが…。

はじめに
当事者同士での話し合いをしてください

出品者に返品を
申し出たけれど…

フリマサービスの
運営事業者に
問い合わせても、


